
小仲台三丁目地区建築協定 

区域の地名地番 稲毛区小仲台三丁目８８１番１１他 

認 可 年 月 日 平成２１年(２００９年）１２月４日 

有 効 期 限 ２０１９年１２月３日 



小仲台三丁目地区建築協定書 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６９条及びこれに基づ

く千葉市建築協定条例（昭和４６年千葉市条例第２２号）の規定に基づき、第５条

に定める建築協定区域（以下「協定区域」という。）内における建築物の用途、敷地、

位置、形態及び構造に関する基準を協定し、住宅地としての環境を高度に維持増進

することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この協定の用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338

号）に定めるところによる。 

 

（名 称） 

第３条 この協定は、「小仲台三丁目地区建築協定」と称する。 

 

（協定の締結） 

第４条 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又

は賃借権を有する者（以下「土地の所有者等」という。）の全員の合意によって締結

する。 

 

（建築協定区域） 

第５条 協定区域は後記表示の「協定区域の表示」及び別紙「協定区域図」のとおりとす

る。 

 

（協定に関する基準） 

第６条 協定区域内の建築物の用途、敷地、位置、形態及び構造は、次の各号の定める基

準によらなければならない。 

（１）建築物の用途は一戸建ての住宅及びこれに附属する建築物とする。 

（２）敷地の分割はできないものとする。 

（３）建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、次のとおり

とする。ただし、高さが３ｍ以下の附属建築物、地階の部分及び床面積に算入さ

れない出窓は、この限りでない。 

ア 協定区域図による壁面線①までの距離 1.0m 以上 

イ 協定区域図による壁面線②までの距離 0.8m 以上 

ウ 協定区域図による壁面線③までの距離 1.0m 以上 



（４）建築物の部分から協定区域図による隣地境界線までの距離は、次のとおりとする。

（壁面線④） 

ア 地盤面から１階屋根迄の部分 1.0m 以上 

イ １階屋根を越えた部分 2.0m 以上 

（５）建築物の高さは、地盤面から 10.0m 以下とし、地階を除く階数は 3 以下とする。 

（６）垣又はさく（門柱及び門扉を除く。）の構造は、生垣又は透視可能なフェンスとし、

各々の高さは 1.8m 以下とする。 

 

（運営委員会） 

第７条 この協定の運営に関する事項を処理するため、小仲台三丁目地区建築協定運営委

員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

2. 委員会は、協定区域内の土地の所有者等により互選された委員若干名をもって組織

する。 

3. 委員の任期は１年とする。ただし、委員が欠けた場合における補助の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

4. 委員は再任されることができる。 

 

（役 員） 

第８条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

2. 委員長及び副委員長は委員の互選によって定める。 

3. 委員長は、委員会を代表し、この協定の運営事務を総括する。 

4. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、

副委員長がその職務を代行する。 

5. 委員長の任期が満了したとき、又は委員長が欠けたときは、新たに委員長になった

者が、速やかにその旨を千葉市長に報告するものとする。 

 

（委 任） 

第９条 前２条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。 

 

（違反者に対する措置） 

第１０条 委員長は、この協定に違反した者（以下「違反者」という。）があったときは、

違反者に対し、委員会の決定に基づき文書をもって相当の猶予期間を付して、是正

のための必要な措置をとることを請求することができる。 

2. 違反者は、前項の請求があったときは、これに従わなければならない。 

 

（裁判所への提訴） 

第１１条 委員長は、違反者が前条第１項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づ



き、その強制履行又は違反者の費用負担をもって第三者にこれをなさしめることを

裁判所に請求することができる。 

2. 前項の訴訟手続に関する費用等は、違反者の負担とする。 

 

（土地の所有者等の届出） 

第１２条 土地の所有者等は、土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃

借権を移転するときは、あらかじめ、その旨を委員長に届け出ねばならない。 

 

（協定の変更） 

第１３条 土地の所有者等は、協定区域、建築物に関する基準、有効期間又は違反者に対

する措置を変更しようとする場合は、その全員の合意をもってその旨を定め、これ

を千葉市長に申請してその認可を受けなければならない。 

 

（協定の廃止） 

第１４条 土地の所有者等は、この協定を廃止しようとする場合は、その過半数の合意を

もってその旨を定め、これを千葉市長に申請してその認可を受けなければならない。 

 

（効力の継承） 

第１５条 この協定は、千葉市長の認可公告のあった日以後において土地の所有者等とな

った者に対しても、その効力があるものとする。 

 

（有効期間） 

第１６条 この協定の有効期間は、千葉市長の認可公告のあった日から１０年間とする。

ただし、この協定の有効期間内にした行為に対する第１０条及び第１１条の適用に

ついては、なお従前の例による。 

 

（附 則） 

１  この協定は、千葉市長の認可公告のあった日から効力を発する。 

以上 



＜協定区域の表示＞ 

 

区分 地番 

区域Ａ 

千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－１１ 

千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－３４ 

千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－３５ 

区域Ｂ 
千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－１８ 

千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－１２ 

区域Ｃ 

千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－２０ 

千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－３７ 

千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－３８ 

千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－３９ 

千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－４０ 

千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－４１ 

千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－４２ 

千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－４３ 

千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－４４ 

千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－３１ 

千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－１３ 

千葉市稲毛区小仲台三丁目８８１－３６ 

 


